
船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年６月１９日 ０５時００分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市育波
い く は

漁港北西方沖 

 育波港Ａ防波堤灯台から真方位３０９°１,２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３２.４′ 東経１３４°５２.９′） 

事故の概要  漁船住吉
すみよし

丸は、西北西進中、また、プレジャーボート昭和
しょうわ

丸は、船

首を南南東方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年６月２７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住吉丸、６.６トン 

   ＨＧ２－８５２５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 昭和丸、５トン未満（長さ６.２５ｍ） 

   ２６０－２９０６６兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０４時４８分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、翌日の操業に備えて魚群探索を

行う目的で育波漁港を出航した。 

 船長Ａは、育波漁港外へ出たところ、左舷船首方にＢ船１隻を、右

舷方に多数のプレジャーボート等を認めた。 

 船長Ａは、Ａ船を約４ノットの対地速力で北西進させ、魚群探索を

開始したが魚影が映らなかったので、右舷船首方のプレジャーボート

等の動静に意識を向け続けながら、西方の海域に向かうこととして左

舵を取った。 

 Ａ船は、左転して西北西進中、船長が正船首約１０ｍにＢ船を認め

て衝突を避けようと左舵を取ったが、Ｂ船と衝突した。 

 船長Ａは、海面に浮いていた船長Ｂを救助し、Ａ船でＢ船を横抱き

にした後、家族に１１８番通報を行うように携帯電話で連絡して育波

漁港に帰港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、流し釣りをする目的で育波漁港

北西方沖において船首を南南東方に向けて機関を中立とし、漂泊を開



始した。 

 船長Ｂは、左舷船首方約１００ｍにＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ

船の船尾方を通過する態勢で北西進していたので、衝突の危険はない

と思い、仕掛けの投入を開始した。 

 船長Ｂは、仕掛けの投入を終えて左舷船首方を見たところ、Ｂ船に

向かって接近するＡ船を認め、大声で叫んだが、Ａ船がなおも接近す

るので、海中に飛び込んだ。 

 船長Ｂは、本事故当時、自動膨張式救命胴衣を着用していた。 

分析  Ａ船は、西方海域に向けて航行中、船長Ａが、右舷船首方のプレジ

ャーボート等の動静に意識を向け続けながら左転して西北西進したこ

とから、左舷船首方で漂泊していたＢ船に向かって航行していること

に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船首を南南東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、左舷船首方に

Ａ船を認めたものの、Ａ船がＢ船の船尾方を通過する態勢で北西進し

ており、衝突の危険はないと思い、仕掛けを投入しながら漂泊を続け

ていたことから、その後、Ａ船が左舵を取ってＢ船に向かう態勢で接

近していることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が西方海域に向けて航行中、Ｂ船が船首を南南東方

に向けて漂泊中、船長Ａが、右舷船首方のプレジャーボート等の動静

に意識を向け続けながら左転して西北西進し、また、船長Ｂが、仕掛

けを投入しながら漂泊を続けていたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、一定の方向のみに意識を向けず、常時、周囲の適切な見

張りを行うこと。 

 ・船長は、漂泊中に自船に接近する他船を認めた場合は、安全に通

過するまで他船の動きを観察し、必要に応じて余裕がある時機に

船体を移動させるなど、衝突を避けるための措置を採ること。 

 


